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◇県公立高校の志願状況（倍率）の確認について  

県公立高校の志願状況はインターネットか電話（ナビダイヤル）で確認できます。  

●インターネット：埼玉県ホームページ (https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r7nyuushi-jouhou.html） 

期間：令和７年２月１０(月)１４：３０ ～ 

 

 

 

●電話：埼玉県公立高等学校志願者倍率案内窓口（０５７０－０９６－００９） 

  期間：令和７年２月１０(月)１８：３０ ～ 

 

※情報は１０日から随時更新され、２０日の１１：００頃から、このＨＰで最終倍率の確認ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇欠員補充について  
 入学許可候補者の数が募集人員に満たない場合は、３月１７日以降に欠員補充が行われま

す。どの学校で何人の募集が行われるかは、３月６日 (木 )の午後２時に発表されます。  

 原則、私立学校の併願は公立入試の一般募集までしか待ってもらえないので、私立併願のな

い公立一本の生徒が一般募集で合格できなかった場合に、欠員補充で受けることになります。 

昨年度、欠員補充のあった学校（全日制・定時制）を黄学年集会の classroom に掲載予定で

す。  

欠員補充の傾向は、１時間以上かかる遠方の学校、専門学科の課程、定時制の課程が多いで

す。運良く近隣の学校で募集があったとしても、募集人数が少なく、学力での合格目安が全く

当てになりません。  

 

このように欠員補充に回るとリスクが高く、何よりも卒業式の時点で進路が決まっていない

ことが大きな不安になります。受検校の最終決定は志願先変更を踏まえ、ご家庭でしっかりと

話し合って、慎重に判断してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより 


